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エ 車両の安全性の確保 
第 8次交通安全基本計画：前文要約 
 これまでの被害軽減対策の進化・成熟化を図るとともに、今後は事故を未然に

防止する予防安全対策について、先進技術の活用等によりさらなる充実を図る。 
 
第 8次交通安全基本計画：重点施策及び新規施策 
①先進安全自動車の開発・普及の促進（（1）ア、イ） 
②自動車点検整備の充実（（3）ウ） 
③リコール制度の充実・強化（（4）） 
④チャイルドシートの安全性能に関する情報提供【本部決定】 
⑤車両の安全性等に関する日本工業規格の整備（（1）ウ） 
⑥飲酒運転に対する車両技術開発の検討【本部決定】 
⑦着用しやすい後部座席シートベルトの開発・普及【本部決定】 

 
1）全体評価 
【評価指標】 
車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突） 
 
【考え方】 
車両の安全性が向上することにより、正面衝突時の車両の被害が軽減され、死亡

に至る確率が低減する（死亡事故が傷害事故や物損事故になる）ものと仮定される。

当該指標値が減少していれば、他の要因を一定と仮定するのであれば、車両の安全

性が高まっていることを表している。 
また、車両の初度登録年別の死者数、死傷者数について改善している。 

 
【評価】 
車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突）については、12 年度と 20

年度とを比べると 3.6%→2.9%に減少しており、これまでの車両の安全性を向上させ
るための諸施策が一体となって有効に機能してきたものと評価できる。前面衝突基

準に適合している自動車が増加したこと、衝突安全性能が向上したこと（自動車ア

セスメントにおいても衝突安全性能が高い水準で推移していること等）が要因であ

ると考えられる。 
また、初度登録年別の死者数、死傷者数が改善していることは、死者数削減の取

組（死亡事故から負傷事故へ）の次に負傷者数削減（負傷から事故予防へ）の取組

が効果を発揮しつつあるともいえる。 
そのため、定量的にその寄与の程度を明らかにすることは困難であるものの、車

両の安全性の確保が適切に図られ、上位目標の交通事故死者数及び交通事故死傷者

数の削減につながっていると考えられる。 
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資料）国土交通省「平成 20年度政策チェックアップ結果評価書」 

 
事故年別･初度登録年別 10万台当たり乗員（運転者を含む）死者数 

（普通乗用車） 
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（小型乗用車） 
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（軽乗用車） 
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資料）ITARDA提供データを基に作成 

 
2）中間評価 
【考え方】 
車両の安全性向上を図る取組であり、中間アウトカムとして、対策による死者数

削減効果の試算結果を把握することとする。 
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【評価】 
① 先進安全自動車の開発・普及の促進（（1）ア、イ） 
一層の交通事故件数の削減のため、安全基準の拡充・強化、先進安全自動車（Ａ

ＳＶ）の開発・普及の促進、使用者に対する自動車アセスメント情報の提供等の有

機的な連携を図り、総合的な車両安全対策を推進している。 
特に、ＡＳＶの開発・普及の促進については、ＡＳＶ技術を装着した車両台数が

年々増加しているところであり、こうしたＡＳＶ技術の普及によって、事故を未然

に防止する等の効果が想定される。 
また、これまでの衝突安全技術により、フルラップ前面衝突技術等の普及により

約 1,250人もの交通事故死亡者が削減されているとの試算がなされている。 
＜アウトプット＞ 
安全基準の拡充・強化については、乗用車への後席中央３点式シートベルトの装

着義務付け、大型貨物自動車等への前部潜り込み防止装置の装着義務付け等を行っ

た。また、自動車アセスメントについては、平成１２年から２０年までに１０６車

種の試験・評価を行い、国内新車販売台数の約８割をカバーするに至っている。さ

らに、ＡＳＶの開発・普及の促進については、平成１８年度より実施している第４

期ＡＳＶ推進計画において実用化されているＡＳＶ技術の本格的な普及に向けた検

討を進めているところである。また、ＡＳＶ技術の中の大型車の衝突被害軽減ブレ

ーキについて、平成１９年度から装置の費用の２分の１（上限２７．５万円）を補

助する制度を実施している。 
＜アウトカム＞ 
車両安全対策を進めるために、技術開発プロジェクトの推進、安全基準の整備、

安全性に関する比較試験の充実等を図ってきたところであり、これらの対策の効果

評価を実施したところ、例えば下記のような結果が得られている。 
■フルラップ前面衝突、側面衝突、等の対策による死者数削減効果の試算 

  

2003年
実績値

2005年
推測値

2010年
目標値

フルラップ前面衝突 715人 約900人 約1,150人
側面衝突 288人 約350人 約600人
オフセット前面衝突
及び歩行者頭部保

－ － 約50人

今後の対策 － － 約200人
合計 1,003人 約1,250人 約2,000人  

資料）交通政策審議会自動車交通部会「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全対策のあり方につい

て」（18年 6月） 
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■ASV技術普及状況（装着台数／総生産台数。項目別） 

 
 
② 自動車点検整備の充実（（3）ウ） 
自動車点検整備を充実させるため、点検整備推進運動及び不正改造車排除運動等

を通じて自動車使用者への啓発活動等を実施している。 
 
■自動車使用者の保守管理意識を高揚するための施策 
・点検整備の確実な実施を図るため、9 月、10 月を強化月間とした「自動車点検
整備推進運動」を実施。 
・自動車検査制度により、点検整備の実施を推進しているほか、整備不良車の排

除を実施。 
・街頭検査等を実施することにより不正改造車を排除し、自動車の安全運行の確

保を図るため、6月を強化月間とした「不正改造車排除運動」を実施。 
 
③ リコール制度の充実・強化（（4）） 
リコール届出台数・対象台数、国土交通省に寄せられた自動車の不具合情報の件

数ともに堅調に推移しつつあり、リコール制度が適切に運用・機能していることが

伺える。 
こうしたリコール制度の存在により、車両事故・火災につながっていたかもしれ

ない不具合が回避される等の効果が想定される。平成 18 年度に届出がなされたリコ
ール 300 件（対象台数約 700 万台）の内、リコールの対象となった不具合が、届出
以前に事故や火災に至っていたケースは 22 件であり、ほとんどのケースでは未然に
リコールが実施されている。さらに、事故等に至ったケースでもその後のリコール

により再発を防止している。このことから、リコールの実施により約 700 万台の車
両について事故や火災の未然防止が図られていると言える。 
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■リコール届出件数、対象台数 

 
■国土交通省に寄せられた自動車の不具合情報の件数 

  
資料）国土交通省ウェブページ（自動車のリコール・不具合情報） 

 
④ チャイルドシートの安全性能に関する情報提供【本部決定】 
毎年 10 件前後の製品について、製品ごとの安全性に関する比較情報等を自動車使
用者に提供している。 
■情報提供件数（チャイルドシートアセスメント実施件数） 
  13 年度 14 15 16 17 18 19 20 合 計 

実施件数 6 7 5 7 8 7 12 11 63 

資料）国土交通省データ 

 
⑤ 車両の安全性等に関する日本工業規格の整備（（1）ウ） 
■ITS（高度道路交通システム）に関連する規格整備状況 
平成 18・19 年度の当該施策関連の JIS 規格の制定は以下のとおり。車両に備
えたセンサーを用いて運転者に警告を発することにより、衝突事故を未然に防止

する装置に関するものである。 
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＜18年度＞D 0803高度道路交通システム 
  －低速域周辺障害物警報（MALSO）－性能要件及びその試験手順 
＜19年度＞D 0804高度道路交通システム 
  －車線逸脱警報システム－性能要件及びその試験方法 
資料）経済産業省データ 

 
⑥ 飲酒運転に対する車両技術開発の検討【本部決定】 
平成 19年 1月に学識経験者、メーカー、関係省庁等からなる検討会を設置し、平
成 19 年末アルコール・インターロック装置が満たすべき技術的要件を規定した技術
指針（案）等を取りまとめた。 
 
⑦ 着用しやすい後部座席シートベルトの開発・普及【本部決定】 
着用しやすい後部座席シートベルトの開発・普及に係る取組を業界団体に依頼し

た。 




